
承第４号 

 

専決処分の承認について（令和７年度下呂市一般会計補正予

算（第 18 号）） 

 

 

  別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 

 

 

令和８年４月 30 日提出 

 

下呂市長  山 内  登 

 

 

 

提 案 理 由 

 下呂市アートプロジェクト推進事業への企業版ふるさと納税による寄附金を受領した

ことに伴い、当該寄附金を次年度以降の事業財源として計画的に執行するため、基金へ

積み立てる予算の増額補正を、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の

規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの。 

 



専第４号 

 

専決処分書（令和７年度下呂市一般会計補正予算（第 18 号）） 

 

 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、令和７年度下呂

市一般会計補正予算（第 18 号）を、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

令和８年３月 26 日 

 

下呂市長  山 内  登 

 



 

 

令和７年度下呂市一般会計補正予算（第１８号） 
 

 

 令和７年度下呂市の一般会計補正予算（第１８号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，５６４，７５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

18. 寄 附 金 １，４１７，１３３ ３００ １，４１７，４３３

01. 寄 附 金 １，４１７，１３３ ３００ １，４１７，４３３

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２５，５６４，４５２ ３００ ２５，５６４，７５２

【第１表】

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正



【第１表】

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

02. 総 務 費 ６，１８５，８３３ ３００ ６，１８６，１３３

01. 総 務 管 理 費 ５，６４５，２６５ ３００ ５，６４５，５６５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２５，５６４，４５２ ３００ ２５，５６４，７５２



１　総括

(歳　入) (単位：千円)

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

18. 寄 附 金 １，４１７，１３３ ３００ １，４１７，４３３

歳       入       合       計歳 入 合 計 ２５，５６４，４５２ ３００ ２５，５６４，７５２

歳入【総　括】

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特     定     財     源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

02. 総 務 費 6,185,833 300 6,186,133   300  

歳 出 合 計 25,564,452 300 25,564,752   300  

歳出【総　括】

一 般 財 源



２　歳入

(款) 18. 寄附金

(項) 01. 寄附金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 01. 寄附金 1,417,133 300 1,417,433  04. 企業版ふるさと寄附金 300 企業版ふるさと寄附金                      

計 1,417,133 300 1,417,433

歳入【寄附金】

目
区     分 金   額



３　歳出
(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費 (単位：千円)
補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

06. 企画費 2,558,316 300 2,558,616 300 24. 積立金 300

300 基金積立金 300 アートプロジェクト基金費 300

<寄附金 積立金 300
300>       基金積立金                           

        アートプロジェクト基金積立金       

計 5,645,265 300 5,645,565 300

歳出【総務費】

一般財源 区   分  金   額 


